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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

規

則

〇
消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
消　

防　

課
）　
　

一

〇
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
自
然
保
護
課
）　
　

一

〇
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）　
　

一

〇
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
新
産
業
振
興
課
）　
　

六

〇
職
業
能
力
開
発
校
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
産
業
人
材
対
策
課
）　
　

八

〇
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
会　

計　

課
）　

一
〇

〇
証
紙
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　

一
一

〇
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
契　

約　

課
）　

一
一

訓

令

甲

〇
出
納
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�
（
会　

計　

課
）　

一
一

告

示

〇
出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示�

（
会　

計　

課
）　

一
二

〇
平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
工
事
請
負
契
約
書
及
び
変
更
契
約
書
の
様

式
）
の
一
部
改
正�

（
契　

約　

課
）　

一
二

規

則

　

消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
七
号

　
　
　

�

消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

消
防
学
校
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
（
そ
の
一
）
中
「印

」
を
削
り
、「，

」
を
「、

」
に
、「日

本
工
業
規
格
Ａ
４

」
を
「日

本
産
業
規
格

Ａ
４

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
（
そ
の
二
）
中
「印

」
を
削
り
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
の
二
及
び
様
式
第
二
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「欠

席
届

」
を
「欠

席
願

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
八
号

　
　
　
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
第
一
号
ハ
ト
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
四
十
条
」

を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
一
号
ホ
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
四
十
条
」

を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に

改
め
、
同
条
第
十
号
ト
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号

　
　
　

�

グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
号
中
「
別
表
に
掲
げ
る
環
境
に
関
す
る
法
令
」
を
「
認
定
申
請
に
係
る
環
境
物
品
等
（
以
下
「
申
請
環

境
物
品
等
」
と
い
う
。）
に
適
用
さ
れ
る
環
境
に
関
す
る
法
令
等
」
に
、「
こ
れ
ら
の
法
令
」
を
「
こ
れ
ら
の
法
令
等
」
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に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
認
定
申
請
に
係
る
環
境
物
品
等
（
以
下
「
申
請
環
境
物
品
等
」
と
い
う
。）」
を
「
申
請
環

境
物
品
等
」
に
改
め
る
。

　

別
表
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

宮
城
県
グ
リ
ー
ン
製
品
認
定
証

　
認
定
製
品
の
名
称
　
　
　
　

　
製
造
事
業
者
等
の
住
所
　
　

　
製
造
事
業
者
等
の
氏
名
　
　

　
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

　
こ
の
製
品
は
、
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
第
14条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
環
境
物
品
等
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
月
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
県
知
事
　
　

認
定

番
号
　
　
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
　

認
定

期
間

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で
　
　

認
定
製
品
の
用
途

製
造
（
加
工
）
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

備
考



（3）　令和６年３月29日　金曜日 号外第11号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

（
第
１
面
）

宮
城
県
グ
リ
ー
ン
製
品
認
定
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
〒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
名
）
　
　
　
　

�
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
ファクシミリ番号　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
ホームページアドレス　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
担
当
者
所
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
職
・
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
ファクシミリ番号　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
メールアドレス　

　
　
　
　
　
　
　
 　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
�　
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
第
14条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
製
品
に
つ
い
て
宮
城
県
グ
リ
ー
ン
製
品
と
し

て
認
定
を
受
け
た
い
の
で
、
関
係
書
類
を
添
え
て
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

申
請
者
区
分

□
製
造
物
責
任
法
第
２
条
第
３
項
第
１
号
（
製
造
業
者
）

□
製
造
物
責
任
法
第
２
条
第
３
項
第
２
号
（
表
示
製
造
業
者
）

□
製
造
物
責
任
法
第
２
条
第
３
項
第
３
号
（
実
質
的
表
示
製
造
業
者
）

県
内
事
業
所

（
名
称
）

（
所
在
地
）
〒
　
　
　
　
　
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
電
話
番
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ファクシミリ番号）

申請製品

名
称

概
要

用
途

環
境
配
慮
事
項

及
び
そ
の
科
学

的
根
拠

□
環
境
汚
染
物
質
等
の
使
用
・
排
出
削
減
　
　
　
□
省
資
源
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
　

□
天
然
資
源
の
再
生
可
能
な
利
用
　
　
　
□
長
期
使
用
可
能
　
　
　
□
再
使
用
可
能

□
リ
サ
イ
ク
ル
可
能
　
　
　
□
循
環
資
源
の
使
用
　
　
　
□
処
理
・
処
分
容
易

□
そ
の
他
（
�

）
（
具
体
の
内
容
及
び
科
学
的
根
拠
）

（
第
２
面
）

申請製品

産
業
財
産
権

有
　
・
　
無

販
売
適
用
法
令

有
　
・
　
無

品
質
に
関
す
る

規
格

品
質
管
理
体
制

品
質
に
関
す
る
規

格
及
び
品
質
管
理

体
制
に
関
す
る
情

報
の
提
供
方
法

販
売
時
の

形
態
・
仕
様

小
売
希
望
価
格

（
円
）
／
小
売

単
位

販
売
方
法

申
請
日
の
属
す
る

事
業
年
度
前
３
年

の
各
事
業
年
度
の

販
売
実
績

循
環
資
源
を
使
用
し
て
い
る
場
合

循
環
資
源
使
用
割
合
（
％
）

（
全
循
環
資
源
使
用
重
量
／
製
品
重
量
）

　
　
　
　
　
％
（
　
　
　
　
　
　
／
　
　
　
　
　
　
）

循
環
資
源
の
種
類

発
生
場
所

（
都
道
府
県
）

県
内
発
生
循
環
資
源
使
用
割
合（
％
）

（
県
内
発
生
循
環
資
源
使
用
重
量

／
全
循
環
資
源
使
用
重
量
）

県
内
発
生
循
環

資
源
年
間
使
用

重
量
（
ｔ
）

　
　
　
％（
　
　
　
　
／
　
　
　
　
）

　
　
　
％（
　
　
　
　
／
　
　
　
　
）

　
　
　
％（
　
　
　
　
／
　
　
　
　
）

　
　
　
％（
　
　
　
　
／
　
　
　
　
）

　
　
　
％（
　
　
　
　
／
　
　
　
　
）

⎫｜｜｜｜｜｜⎭

⎧｜｜｜｜｜｜⎩
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（
第
３
面
）

製
造
（
加
工
）
事
業
所

【
製
造
又
は
加
工
の
工
程
】

（
工
程
に
係
る
簡
潔
な
解
説
を
付
し
た
フ
ロ
ー
図
で
記
載
し
、製
造（
加
工
）事
業
所
の
名
称
を
併
記
す
る
こ
と
。）

製
造
（
加
工
）
事
業
者

製
造
（
加
工
）
事
業
所
名
称

製
造
（
加
工
）
事
業
所
所
在
地

（
注
）
　
記
入
内
容
が
多
い
場
合
は
、
別
紙
と
し
て
添
付
す
る
こ
と
。

（
第
４
面
）

添
付
書
類
等

１
　
申
請
に
係
る
環
境
物
品
等
（
30㎝
³程
度
の
サ
ン
プ
ル
品
）

２
　
申
請
に
係
る
環
境
物
品
等
の
カ
タ
ロ
グ
用
写
真
デ
ー
タ

３
�　
宮
城
県
内
事
業
所
の
地
方
税
法
に
基
づ
く
法
人
設
置
届
出
書
、
又
は
法
人
県
民
税
若
し
く
は
法
人
事
業
税

の
納
税
証
明
書
の
写
し

４
　
申
請
者
の
環
境
に
関
す
る
法
律
又
は
条
例
の
不
利
益
処
分
に
関
す
る
自
認
書

５
　
申
請
者
の
産
業
財
産
権
及
び
物
品
等
の
販
売
に
適
用
さ
れ
る
法
令
（
条
例
を
含
む
。）
に
関
す
る
自
認
書

６
�　
申
請
者
が
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
許
可
を
要
す
る
場
合
は
、
許
可
証
の
写

し
７
　
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
第
19条
各
号
に
規
定
す
る
遵
守
事
項
に
関
す
る
誓
約
書

８
　
品
質
に
関
す
る
規
格
及
び
品
質
管
理
体
制
の
情
報
提
供
に
関
す
る
同
意
書

９
　
申
請
に
係
る
環
境
物
品
等
の
製
造
又
は
加
工
の
委
託
先
の
確
認
事
項
に
関
す
る
申
請
者
の
自
認
書

10�　
製
造
（
加
工
）
を
委
託
し
て
い
る
場
合
は
、
製
造
（
加
工
）
受
託
事
業
者
と
の
製
造
（
加
工
）
委
託
契
約

書
の
写
し

11　
環
境
配
慮
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し

12　
性
能
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し

13�　
申
請
に
係
る
環
境
物
品
等
が
循
環
資
源
を
使
用
し
て
製
造
（
加
工
）
さ
れ
た
場
合
、
循
環
資
源
の
発
生
場

所
を
証
す
る
書
面

14　
申
請
に
係
る
環
境
物
品
等
の
カ
タ
ロ
グ
類

15　
製
造
（
加
工
）
事
業
所
付
近
の
見
取
図

16　
製
品
の
設
計
図
書
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
写
し

17　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類



（5）　令和６年３月29日　金曜日 号外第11号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
３
号
（
第
７
条
関
係
）

　
備
考

　
１
�　
着
色
　
※
部
分
を
「
C
100％

＋
Y
86％
」
の
緑
色
と
し
、
か
つ
、
※
以
外
の
部
分
を
「
C
100％

＋

M
85％
」
の
青
色
と
す
る
配
色
又
は
※
部
分
を
「
B
70％
」
と
し
、
か
つ
、
※
以
外
の
部
分
を
「
B
90％
」

と
す
る
配
色
と
す
る
。
ま
た
、
文
字
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
「
B100％

」
と
す
る
配
色
と
す
る
。

　
２
�　
寸
法
比
率
　
横
一
、
縦
一
と
す
る
。

様
式
第
４
号
（
第
９
条
関
係
）

宮
城
県
グ
リ
ー
ン
製
品
変
更
届
出
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
名
）
　
　
　
　

�
担
当
者
所
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
ファクシミリ番号　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
メールアドレス　

　
　
　
　
　
　
　
 　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
�　
宮
城
県
グ
リ
ー
ン
製
品
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
変
更
が
生
じ
ま
し
た
の
で
、
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
施

行
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

記

認
定
製
品
名
称

認
定
番
号

変
更
年
月
日

変
更
事
項

変
更

前

変
更

後

変
更
理
由

⎫｜｜｜｜｜｜⎭

⎧｜｜｜｜｜｜⎩



号外第11号　令和６年３月29日　金曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
号

　
　
　

�

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
中

「

電
波
暗
室

一
時
間
に
つ
き�

三
、
八
〇
〇
円

」

を「

３
ｍ
法
電
波
暗
室

一
時
間
に
つ
き�

三
、
八
〇
〇
円

」

に
、

「

シ
ー
ル
ド
ル
ー
ム

一
時
間
に
つ
き�

三
〇
〇
円

」

を「

シ
ー
ル
ド
ル
ー
ム

一
時
間
に
つ
き�

三
〇
〇
円

車
載
Ｅ
Ｍ
Ｃ
用
シ
ー
ル
ド
ル
ー
ム

一
時
間
に
つ
き�

八
〇
〇
円

」

に
改
め
、
別
表
第
一
第
二
号
の
表
材
料
加
工
関
連
機
器
の
項
中

「

加
工
特
性
評
価
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

三
、
五
〇
〇
円

」
を

「

加
工
特
性
評
価
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

四
、
九
〇
〇
円

」
に
、

様
式
第
５
号
（
第
９
条
関
係
）

宮
城
県
グ
リ
ー
ン
製
品
廃
止
届
出
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
名
）
　
　
　
　

�
担
当
者
所
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
ファクシミリ番号　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
メールアドレス　

　
　
　
　
　
　
　
 　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
�　
宮
城
県
グ
リ
ー
ン
製
品
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
認
定
廃
止
事
由
が
生
じ
ま
し
た
の
で
、
グ
リ
ー
ン
購
入
促

進
条
例
施
行
規
則
第
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。

記

認
定
製
品
名
称

認
定
番
号

認
定
廃
止
事
由

発
生
年
月
日

認
定
廃
止
事
由

□
認
定
製
品
が
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
第
14条
第
１
項
の
別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
。

□
認
定
事
業
者
が
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
第
14条
第
３
項
に
規
定
す
る
製
造
業
者
等
で
な
く
な
っ
た
。

□
認
定
製
品
が
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
第
14条
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
環
境
物
品
等
で
な
く
な
っ
た
。

（
具
体
的
な
内
容
）

⎫｜｜｜｜｜｜⎭

⎧｜｜｜｜｜｜⎩
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「

射
出
成
型
機

一
時
間
に
つ
き�

一
、
五
〇
〇
円

」
を

「

射
出
成
形
機

一
時
間
に
つ
き�

三
、
二
〇
〇
円

」
に
、

「

マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ

一
時
間
に
つ
き�

五
五
〇
円

」
を

「

マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ

一
時
間
に
つ
き�

一
、
〇
〇
〇
円

」
に
改
め
、
同

表
電
子
・
情
報
関
連
機
器
の
項
中

「

静
電
気
放
電
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き�

三
〇
〇
円

」
を

「

静
電
気
放
電
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き�

八
〇
〇
円

」
に
、

「

電
源
周
波
数
磁
界
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

」
を

「

電
源
周
波
数
磁
界
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
二
〇
〇
円

」
に
、
「
電
波

暗
室
測
定
シ
ス
テ
ム
」
を
「
３
ｍ
法
電
波
暗
室
測
定
シ
ス
テ
ム
」
に
、

「

高
周
波
ス
ペ
ク
ト
ル
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き�

五
五
〇
円

Ｆ
Ｔ
Ｂ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き�

七
五
〇
円

を

デ
ジ
タ
ル
マ
ル
チ
メ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

耐
電
圧
試
験
機

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

」

「

Ｆ
Ｔ
Ｂ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
〇
〇
〇
円

デ
ジ
タ
ル
マ
ル
チ
メ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

電
気
安
全
規
格
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き�

八
〇
〇
円

に
、

過
渡
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
三
〇
〇
円

イ
ン
パ
ル
ス
ノ
イ
ズ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き�

一
、
〇
〇
〇
円

」

「

ベ
ク
ト
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ

一
時
間
に
つ
き�

一
、
〇
〇
〇
円

」
を

「

ベ
ク
ト
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
ナ
ラ
イ
ザ
（
Ⅰ
）

一
時
間
に
つ
き�

一
、
八
〇
〇
円

」
に
、

「

Ｂ
Ｃ
Ｉ
試
験
機

一
時
間
に
つ
き�

一
、
五
〇
〇
円

」
を

「

Ｂ
Ｃ
Ｉ
試
験
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

二
、
〇
〇
〇
円

」
に
、
「
車
載

用
伝
導
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
装
置
」を「
車
載
機
器
用
伝
導
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
装
置
」に
、「
車
載
用
放
射
エ
ミ
ッ
シ
ョ

ン
測
定
装
置
」
を
「
車
載
機
器
用
放
射
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
装
置
」
に
、

「

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

」
を

「

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
（
Ⅰ
）

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

」
に
、
「
車
載

電
装
品
用
試
験
電
源
」
を
「
車
載
機
器
用
試
験
電
源
」
に
、「
リ
ア
ル
タ
イ
ム
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
（
Ｒ
Ｓ
Ａ
）」

を
「
リ
ア
ル
タ
イ
ム
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
（
Ⅱ
）」
に
改
め
、
同
表
食
品
・
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
関
連
機
器

の
項
中

「

テ
ク
ス
チ
ャ
ー
評
価
装
置

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

」
を



号外第11号　令和６年３月29日　金曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報

「

テ
ク
ス
チ
ャ
ー
評
価
装
置

一
時
間
に
つ
き�

五
五
〇
円

」
に
改
め
、
同

表
分
析
・
測
定
関
連
機
器
の
項
中
「
五
五
〇
円
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「

３
Ｄ
ひ
ず
み
計
測
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

二
、
〇
〇
〇
円

」

を「

３
Ｄ
ひ
ず
み
計
測
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

二
、
〇
〇
〇
円

Ｂ
型
粘
度
計

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

カ
ー
ル
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
水
分
計
（
Ｋ
Ｆ
水
分
計
）

一
時
間
に
つ
き�

二
、
六
〇
〇
円

」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
許
可
が
な
さ
れ
た
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
一
号

　
　
　

�

職
業
能
力
開
発
校
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

様
式
第
一
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　
　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（9）　令和６年３月29日　金曜日 号外第11号宮　　城　　県　　公　　報

様式第 ２号（第10条関係）

※の欄は記入しないこと。 ※区分 普通（推薦・一般）、短期

※受験番号

入 学 願 書

記入日 � 　　　　年　　　　月　　　　日　　

　宮城県立 高等技術専門校長　殿

　　　 　（第１希望校名を記入してください）

　　以下のとおり入学したいので、関係書類を添えて出願します。

第１希望科名 第２希望科名（※普通課程一般選考で第２希望がある場合記入）

� 科

（　白石 ・ 仙台 ・ 大崎 ・ 石巻 ・ 気仙沼　）校

� 科

ふりがな
氏　　名

生　年　月　日

年　　月　　日（　　）歳

ふりがな
現 住 所

〒　　　－

� 電話（　　　）　　　－　　　　

合否の連絡先
（現住所と異なる場合）

〒　　　－

� 電話（　　　）　　　－　　　　

最終学歴

学校名 卒 業 等 年 月 日

学科名
� 年　　月　　日

卒業
卒業見込

職歴の有無 有 ・ 無

未成年の場合の保護者記入欄

ふりがな
氏　　名

本人と
の関係

ふりがな
住　　所

〒　　　－

� 電話（　　　）　　　－　　　　

宮城県収入証紙貼付け欄

普通課程の入学志願者のみ入学者選抜手数料2,200円の
宮城県収入証紙を貼り付けてください。　�　　　　　

※公共職業安定所記入欄

取扱い公共職業安定所名
受
付
印

斡 旋 区 分 受講指示・受講推薦・支援指示 （No.　　　　　）

　（注）入学願書は、返却しません。

写真貼付け欄

正面上半身
撮影３か月以内
縦４㎝×横３㎝
（写真の裏面に
　　　氏名を記入）

⎫
｜
⎭

⎧
｜
⎩



号外第11号　令和６年３月29日　金曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報
　
　

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　
　

様
式
第
六
号
中
「（本

人
署
名
又
は
記
名
押
印

）」
を
削
り
、「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　
　

様
式
第
六
号
の
二
か
ら
様
式
第
六
号
の
四
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

（
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第�

二
条　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
三
年
宮
城
県
規
則
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
三
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

�

　

財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
二
号

　
　
　

�

財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
二
条
の
二
及
び
第
三
十
七
条
第
三
項
中
「
出
納
局
会
計
課
長
」
を
「
出
納
局
出
納
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
徴
収
若
し
く
は
収
納
又
は
支
出
事
務
の
委
託
）

第�

四
十
一
条　

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
の
徴
収
若
し
く
は
収
納
又
は
支
出
に
関
す
る

事
務
（
以
下
「
公
金
事
務
」
と
い
う
。）
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
指
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
歳
入
徴
収
者
又
は
支
出
命
令
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
歳
入
徴
収
者
等
」
と
い
う
。）
が
別

に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
歳
入
徴
収
者
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
書
の
提
出
を
受
け
、
歳
入
徴
収
者
等
が
公
金
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
者
と
し
て
指
定
し
、
公
金
事
務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
会
計
管
理

者
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

施
行
令
第
百
七
十
三
条
で
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と

　

二　

徴
収
若
し
く
は
収
納
又
は
支
出
事
務
の
種
類

　

三　

委
託
期
間

　

四　

委
託
料
を
支
払
う
場
合
は
、
そ
の
金
額
、
支
払
い
の
時
期
及
び
方
法

　

五　

徴
収
若
し
く
は
収
納
又
は
支
出
す
べ
き
金
額

　

六　

徴
収
若
し
く
は
収
納
又
は
支
出
金
額
の
計
算

　

七　

徴
収
金
又
は
収
納
金
（
以
下
「
徴
収
金
等
」
と
い
う
。）
の
場
合
は
、
そ
の
払
込
方
法

　

八　

支
出
事
務
の
場
合
は
、
交
付
資
金
の
残
額
の
処
理
方
法

　

九　

担
保
及
び
弁
償
責
任

　

十　

そ
の
他
委
託
事
務
の
執
行
手
続
に
必
要
な
事
項

３�　

法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に
定
め
る
収
納
に
関
す
る
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
歳
入
等
は
、

別
に
定
め
る
。

４�　

歳
入
徴
収
者
等
は
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
金
事
務
を
委
託
し
た
と
き
は
、
当
該
委

託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
と
い
う
。）
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
公

金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
等
又
は
歳
出
及
び
委
託
し
た
日
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５�　

歳
入
徴
収
者
等
は
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
第
二
百
四
十

三
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６�　

歳
入
徴
収
者
等
は
、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
金
事
務
の
一
部
委
託
又
は
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
公
金
事
務
の
一
部
再
委
託
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
会
計
管
理

者
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

施
行
令
第
百
七
十
三
条
で
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と

　

二　

一
部
委
託
又
は
再
委
託
す
る
事
務
及
び
理
由

　

三　

委
託
期
間

　

四　

徴
収
金
等
の
払
込
方
法

　

五　

交
付
資
金
の
残
額
の
処
理
方
法

　

六　

担
保
及
び
弁
償
責
任

　

七　

そ
の
他
委
託
事
務
の
執
行
手
続
に
必
要
な
事
項

７�　

支
出
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
は
、
当
該
支
出
の
結
果
を
、
当
該
事
務
の
委
託
に
係
る
契

約
で
定
め
る
業
務
の
完
了
の
報
告
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
契
約
に
係
る
契
約
執
行
者
で
あ
る
支
出
命
令
者
を
経
て
、

会
計
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
支
出
命
令
者
は
、
当
該
支
出
の
結
果
を
当
該

契
約
に
係
る
第
百
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
に
関
す
る
調
書
を
添
え
て
会
計
管
理
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す

る
。
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８�　

歳
入
徴
収
者
等
は
、
支
出
に
係
る
委
託
事
務
が
完
了
し
た
と
き
は
、
支
出
命
令
決
議
書
に
よ
り
精
算
し
、
精
算
に

よ
り
過
払
金
が
生
じ
た
と
き
は
、
返
納
決
議
書
に
よ
り
返
納
を
決
定
し
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
返
納
済
通
知
書

及
び
返
納
票
を
添
付
し
た
返
納
通
知
書
を
送
付
し
て
、
速
や
か
に
過
払
金
を
返
納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９�　

歳
入
徴
収
者
等
は
、
私
人
に
委
託
し
た
公
金
事
務
を
、
当
該
事
務
の
委
託
期
間
の
満
了
後
に
継
続
し
て
同
一
の
私

人
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
委
託
に
係
る
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
会

計
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
て
会
計
管
理
者
に
報
告
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
同
項
の
協
議
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
一
の
契
約
に
よ
り
複
数
年
度
に
わ
た
り
当
該
事
務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
同
項

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

10　

歳
入
徴
収
者
等
は
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
、
委
託
内
容
を
記
載
し
た
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
一
条
の
二
を
削
る
。

　

第
六
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
条　

削
除

　

第
百
九
十
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２�　

会
計
管
理
者
は
、
出
納
事
務
の
検
査
、
指
定
金
融
機
関
等
の
検
査
及
び
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
検
査
を
行
う
。

　

第
二
百
八
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
九
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
十
四
条
第
二
項
中
「（
第
六
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
現

に
公
金
の
徴
収
又
は
収
納
に
関
す
る
事
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
従
前
の
公
金
事
務
」
と
い
う
。）
を
行
わ
せ

て
い
る
者
に
当
該
従
前
の
公
金
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

　

証
紙
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号

　
　
　

�

証
紙
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

証
紙
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
第
二
項
中
「
出
納
局
会
計
課
長
」
を
「
出
納
局
出
納
管
理
課
長
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
、
様
式
第
五
号
の
三
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
七
号
の
二
、
様
式
第
七
号
の
五
及
び
様
式
第
八
号
中

「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号

　
　
　

�

建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

建
設
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
十
分
の
四
・
五
」
を
「
十
分
の
四
」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
改
正
前
の
建
設
工
事
執
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
締
結
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３�　

改
正
前
の
建
設
工
事
執
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
別
記
様
式
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
建
設
工
事
執
行

規
則
の
規
定
に
よ
る
別
記
様
式
と
み
な
す
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
一
号

　

出
納
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

�

出
納
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

出
納
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
六
十
年
出
納
長
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

第
四
条
第
四
号
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
六
項
」
に
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改
め
る
。

　

第
八
条
を
削
る
。

　

第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
出
納
局
会
計
課
」
を
「
出
納
局
出
納
管
理
課
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
出
納
局
会
計
課
」
を
「
出
納
局
出
納
管
理
課
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
出
納
局
会
計
課
長
」
を
「
出
納
局
出
納
管
理
課
長
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
号

を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
出
納
局
出
納
総
務
課
長
の
専
決
）

第�

五
条　

出
納
局
出
納
総
務
課
長
は
、
財
務
規
則
第
三
十
八
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

第
九
条
中
「
第
七
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
代
決
）

第�

十
条　

決
裁
責
任
者
又
は
専
決
権
限
を
有
す
る
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
同
表
第
二
欄
に
掲
げ
る
第
一
順
位
者
が
代
決
し
、
第
一
順
位
者
に
も
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
同
表
第
三
欄
に
掲

げ
る
第
二
順
位
者
が
代
決
し
、
第
二
順
位
者
に
も
事
故
あ
る
と
き
は
、
同
表
第
四
欄
に
掲
げ
る
第
三
順
位
者
が
代
決

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

区

分

第

一

順

位

者

第

二

順

位

者

第

三

順

位

者

会
計
管
理
者

出

納

局

長

出

納

局

副

局

長

主
務
課
長
（
当
該
事
務
を
担

当
す
る
課
長
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）

出
納
局
長

出

納

局

副

局

長

主

務

課

長

出
納
局
副
局
長

主

務

課

長

出
納
局
出
納
総

務
課
長
及
び
出

納
局
出
納
管
理

課
長

総
括
課
長
補
佐
（
当
該
事
務

を
担
当
す
る
総
括
課
長
補

佐
、
他
の
総
括
課
長
補
佐
の

順
）

出
納
局
出
納
管

理
課
総
括
課
長

補
佐

出
納
局
出
納
管
理
課
の
他
の

総
括
課
長
補
佐

出
納
局
出
納
管
理
課
の
当
該

事
務
を
担
当
す
る
班
の
班
長

を
命
ぜ
ら
れ
た
職
に
あ
る
者

　

第
十
一
条
を
削
り
、
第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
前
三
条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

　

出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

出
納
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
の
二
の
項
中
「
出
納
局
会
計
課
長
」
を
「
出
納
局
出
納
管
理
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

　

平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
工
事
請
負
契
約
書
及
び
変
更
契
約
書
の
様
式
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

様
式
第
一
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
、
同
様
式
の
第
三
十
七
条
第
六
項
中
「10分

の
5.5

」
を
「10分

の
５

」

に
改
め
、
同
様
式
の
第
三
十
八
条
第
四
項
中
「10分

の
6.5

」
を
「10分

の
６

」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「10分

の
5.5

」

を
「10分

の
５

」
に
、「10分

の
7.5

」
を
「10分

の
７

」
に
改
め
、
同
様
式
の
第
四
十
条
中
「令

和
６
年
３
月
31日

」

を
「令

和
７
年
３
月
31日

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。


